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◎ 令和６年度制度改正・介護報酬改定に伴う届出等について 

  この度の介護保険制度改正、介護報酬改定に伴い、加算（減算）届やそれに伴う変更届等の

提出が必要な事業所におかれましては、ホームページに掲載されている新たな加算様式等によ

り、届出をお願いします。 

なお、新たな加算（減算）に限らず、従来からの加算（減算）についても、算定要件や名称

が変更になっている可能性がありますので、必ずご確認いただき、手続きに遺漏のないように

お願い致します。 

 

（１）介護報酬改定に伴う、加算（減算）届等の各種手続きについて 

※介護予防・日常生活支援総合事業に関する手続きも含みます。 

    

 新たに届出が必要な加算（減算）及び令和６年４月改定分・令和６年６月改定分の加算

（減算）届の取扱い 

 ４月１日付変更届の取扱い 

 

  ア 報酬改定に伴い新たに届出が必要となった加算（減算） 

    別紙２－１「令和６年度報酬改定 加算届の取扱い【４月算定開始分】」及び 

別紙２－２「令和６年度報酬改定 加算届の取扱い【６月算定開始分】」参照。 

  イ 提出方法・提出先 

    東三河広域連合介護保険課へ郵送にて提出してください。 

    封筒には「制度改正書類在中」と朱書きしてください。 

    【宛先】 

     〒４４０－０８０６ 豊橋市八町通二丁目１６番地 豊橋市職員会館５階 

     東三河広域連合 介護保険課 指定グループ 

  ウ 提出期限 

    令和６年４月５日（金）※当日消印有効 

    ※ただし、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算については、 

令和６年４月１５日（月）を期限とします。 

    ※令和６年６月改定の居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リ

ハビリテーションについては、通常通りの期限となります（前月１５日必着）。 

  エ 届出書類 

    届出様式、その他詳細は広域連合の下記ホームページをご確認ください。 

    HPアドレス：https://www.east-mikawa.jp/inner.php?id=1634 

  オ 留意事項 

    ・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の右上記載欄には「担当者名」「電話

番号」「FAX番号」を必ず記載してください。 

    ・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」下部の特記事項の変更前・変更後の

欄は必ず記載をしてください。 

 

別紙１ 



2 

 

    ・受付印を押印した控えが必要な場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届

出書」等各種届出書の一枚目の写しと返信用封筒に切手を貼ったものを同封していただ

ければ返送します。（多くの届出が予想されますので返信には時間を要します。） 

    ・加算（減算）届と変更届は、できるだけ１通の封筒に同封してください。 

    ・複数の事業所の届出をまとめて提出いただく場合は、事業所ごとにクリアファイル等

でまとめていただくようお願いします。 

 

（２）利用者への報酬改定についての説明・同意について 

  報酬改定による料金改定についての利用者への説明については、混乱を避けるために事前に

説明し、同意をもらう必要があります。同意については、署名捺印をもらう必要はありません

が、文書等を配布するなど、利用者に分かりやすく説明し、同意を得たこと（日時・説明方法・

同意者）を記録しておいてください。 

 

（３）介護保険法施行規則に基づく厚生労働大臣が定める様式について 

  介護サービス事業者等が指定権者に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続きについ

ては、改正後の介護保険法施行規則において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとさ

れました。当連合の様式についても、規則や要綱の改正に伴い変更されますので、４月からは

新たな様式でご提出ください。 

 

（４）総合事業の実施要領（基準及び報酬等）の改正について 

  令和６年度介護報酬改定を踏まえ、介護予防・日常生活支援総合事業の各サービスの実施要

領の改正を行います。基準及び報酬が改正されますので、各サービスの実施要領をご確認くだ

さい。また、新たな加算等の届出に関しては、別紙２－１及び２－２「令和６年度介護報酬改

定 加算届の取扱い」を参照ください。 

  なお、本改正に伴い、総合事業の単位数表マスタ（CSVデータ）が変更されますが、ホーム

ページへの掲載は４月下旬頃を予定しております。 

 

（５）介護職員等処遇改善加算の一本化について（令和６年６月施行） 

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算

について、令和６年６月から現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の

「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます（令和６年度中は経過措置あり）。 

届出方法等の詳細につきましては、広域連合のホームページをご確認ください。 

URL: https://east-mikawa.jp/inner.php?id=597 

 


